
 
 

 

令和６年度 第４回吉川区地域協議会次第 

日時：令和 6年 9月 19日（木）午後 6時 30分 
場所：吉川コミュニティプラザ 3階 大会議室 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 報告事項 

⑴ 会長報告 

・地域協議会ファシリテーション研修等について 

 

⑵ 委員報告 

 

 

⑶ 事務局報告 

・市民の消火栓使用について 

 

４ 諮問事項 

⑴ 上越市立吉川地区公民館竹直分館の廃止について 資料 No.1-1 

 

⑵ 上越市立吉川地区公民館源分館の廃止について 資料 No.1-2 

 

５ 協議事項 

⑴ 自主的審議事項「公民館を含む地域活動の促進と施設の有効活用について」 

 

⑵ 頸北地区地域協議会委員合同研修会について 資料 No.2 

 

６ そ の 他 

・次回地域協議会の日程調整      月  日（ ）   時  分から  

                         吉川コミュニティプラザ 

 

７ 閉  会 



上教社第 2604 号 

令和６年９月２日 

 

  吉川区地域協議会 

   会 長  山 岸 晃 一  様 

 

上越市長  中 川 幹 太   

（教育委員会 社会教育課） 

 

 

上越市立吉川地区公民館竹直分館の廃止について（諮問） 

 

 下記の事項について、上越市地域自治区の設置に関する条例第７条第２項の規定により

意見を求めます。 

 

記 

 

諮問第８６号  上越市立吉川地区公民館竹直分館の廃止について 

        ※ 諮問内容については、別紙のとおり 

 

 

 

[諮問理由] 

上越市立吉川地区公民館竹直分館は、利用者が限定的であることに加え、施設が老朽

化している現状を踏まえ、地域住民と今後の利活用について協議した結果、社会教育施

設としての利用が見込まれないことから、公の施設として廃止することに関し、吉川区

の住民の生活に及ぼす影響という観点から、意見を求めるもの 

 

 

第４回吉川区地域協議会 

令和 6年 9月 19日 

資料№1-1 



別紙 

 

現  況 諮問内容 

１ 目的 
  公民館は、上越市区域内の住民のために、実際生活に即する
教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって生活文化
の振興及び社会教育の推進に寄与することを目的とする。 

 
２ 設置 

⑴ 上越市に公民館を設置する。 
⑵ 公民館に地区公民館を、地区公民館に分館を設置する。 

 
３ 名称及び位置 
  上越市立吉川地区公民館竹直分館 

 （上越市吉川区竹直 1745番地） 
 
４ 施設 

体育館 
 
５ 利用時間 
  午前 8時 30分から午後 10時まで 
 
６ 休館日 
  12月 29日から翌年 1月 3日まで 
 
７ 使用料 

施設名 単位 使用料 

体育館 1時間につき 480円 
 

１ 廃止予定日 

  令和 7年 3月 31日をもって施設廃止とする。 

※施設の概要等については参考資料１のとおり、施設に関する位置図については参考資料２のとおり 



 

 

上越市立吉川地区公民館竹直分館 

 

１ 施設の概要 

施設名称 上越市立吉川地区公民館竹直分館 

所 在 地 上越市吉川区竹直 1745番地 

設置年度  昭和 48年度 

施 設 等 体育館 鉄骨造 延床面積 329㎡ 

設置目的 上越市区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各

種事業を行い、もって生活文化の振興及び社会教育の推進に寄与することを目的

とする。 

 

 

２ 施設の利用状況                      （単位：件、人） 

区  分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

件  数 2 4 4 

(地域団体) 0 0 2 

(市) 2 4 2 

人  数 450 900 950 

(地域団体) 0 0 50 

(市) 450 900 900 

※（地域団体）地域団体による利用 

 （市）市主催事業等による利用 

 

 

３ 施設の管理における市の収支状況 

区  分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

① 収入（千円） 9 9 9 

② 支出（千円） 施設維持管理費 221 215 449 

③ 公費投入額（②－①）（千円） 212 206 440 

④ 利用者 1 人当たりの公費投入額

（単位：円） 
471 229 463 

 

参考資料１ 



参考資料２

上越市立吉川地区公民館竹直分館

平 面 図

位 置 図

※国土地理院（地図・空中写真閲覧サービス）を加工して作成

上越市立吉川地区公民館竹直分館



上越市立吉川地区公民館竹直分館

写 真



上教社第 2605 号 

令和６年９月２日 

 

  吉川区地域協議会 

   会 長  山 岸 晃 一  様 

 

上越市長  中 川 幹 太   

（教育委員会 社会教育課） 

 

 

上越市立吉川地区公民館源分館の廃止について（諮問） 

 

 下記の事項について、上越市地域自治区の設置に関する条例第７条第２項の規定により

意見を求めます。 

 

記 

 

諮問第８７号  上越市立吉川地区公民館源分館の廃止について 

        ※ 諮問内容については、別紙のとおり 

 

 

 

[諮問理由] 

上越市立吉川地区公民館源分館は、利用者が限定的であることに加え、施設が老朽化

している現状を踏まえ、地域住民と今後の利活用について協議した結果、社会教育施設

としての利用が見込まれないことから、公の施設として廃止することに関し、吉川区の

住民の生活に及ぼす影響という観点から、意見を求めるもの 
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別紙 

 

現  況 諮問内容 

１ 目的 
  公民館は、上越市区域内の住民のために、実際生活に即する
教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって生活文化
の振興及び社会教育の推進に寄与することを目的とする。 

 
２ 設置 

⑴ 上越市に公民館を設置する。 
⑵ 公民館に地区公民館を、地区公民館に分館を設置する。 

 
３ 名称及び位置 
  上越市立吉川地区公民館源分館 

 （上越市吉川区山直海 1648番地 1） 
 
４ 施設 

⑴ 和室 
⑵ 大会議室 

 
５ 利用時間 
  午前 8時 30分から午後 10時まで 
 
６ 休館日 
  12月 29日から翌年 1月 3日まで 
 
７ 使用料 

施設名 単位 使用料 

和室 
1時間につき 

120円 

大会議室 250円 
 

１ 廃止予定日 

  令和 7年 3月 31日をもって施設廃止とする。 

※施設の概要等については参考資料１のとおり、施設に関する位置図については参考資料２のとおり 



 

 

上越市立吉川地区公民館源分館 

 

１ 施設の概要 

施設名称 上越市立吉川地区公民館源分館 

所 在 地 上越市吉川区山直海 1648番地 1 

設置年度  昭和 61年度 

施 設 等 体育館 鉄骨造 延床面積 331.24㎡ 

設置目的 上越市区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各

種事業を行い、もって生活文化の振興及び社会教育の推進に寄与することを目的

とする。 

 

 

２ 施設の利用状況                      （単位：件、人） 

区  分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

件  数 29 29 40 

(地域団体) 28 28 31 

(市) 1 1 9 

人  数 479 609 838 

(地域団体) 459 589 607 

(市) 20 20 231 

※（地域団体）地域団体による利用 

 （市）市主催事業等による利用 

 

 

３ 施設の管理における市の収支状況 

区  分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

① 収入（千円） 31 2,619 22 

② 支出（千円） 施設維持管理費 2,995 435 548 

③ 公費投入額（②－①）（千円） 2,964 △2,184 526 

④ 利用者 1 人当たりの公費投入額

（単位：円） 
6,188 △3,586 628 

※令和 3年度 雪害による屋根破損修繕により支出増 

 令和 4年度 前年度の雪害による屋根破損修繕に係る共済金の入金により収入増 

 

４ 廃止後の影響の見込み 

 公民館分館としての使用廃止後は、地域の町内会が貸付けを受ける意向があることから、貸付け

に向け協議を進める。 

参考資料１ 



参考資料２

上越市立吉川地区公民館源分館

平 面 図

上越市立吉川地区公民館源分館

位 置 図

※国土地理院（地図・空中写真閲覧サービス）を加工して作成



写 真

上越市立吉川地区公民館源分館



令和６年度 頸北地区地域協議会委員合同研修会（案） 

 

日 時 令和 6年 11月 16日（土） 午後 3時～ 

 

会 場 吉川多目的集会場 大会議室 

 

内 容 

１ 開  会 

２ 開会あいさつ  吉川区地域協議会 会長 山岸 晃一 

３ 研   修 

〇地域自治推進プロジェクトの概要 １５分 

説明者：上越市総合政策部 地域政策課 佐藤課長 

 

〇グループ討議   

４班に分かれ地域自治推進プロジェクトの課題について討議 

※事前に各区に討議した方が良いと思う課題を２つ聞き、課題を絞る。 

 ３０分 

 

   〇各グループ討議結果に基づく地域政策課長との意見交換 １０分×（４班） 

 

〇全体を通しての意見交換 １５分 

 

 ４ 閉会あいさつ 柿崎区地域協議会 会長 𠮷井 一寛 

 

５ 閉 会 

 

【第２部】 懇親会 １７時３０分～１９時３０分 

 

会 場： 

 

第４回吉川区地域協議会 

令和 6年 9月 19日 
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